


矯正の機構

機構図 ◆ 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院を
総称して、「矯正施設」と呼んでいます。

◆ 法律上、刑務所、少年刑務所及び拘置所は「刑事施設」と規定されています。
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広島矯正管区は、法務省矯正局の事務を分担して受け持つ、いわゆる地方
支部局として、中国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県）に
所在する矯正施設（刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所）を管轄し、こ
れら施設の適正な管理運営を図るための指導・監督を行います。
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犯罪を犯した人の社会復帰までの流れ

刑事施設や少年院、少年鑑別所の位置付けを理解していただくために、犯罪発生後の一般的な流れを
簡略化した図です。
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令和５年１２月１日開始
刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度

被害に関するお気持ちや、被害を受けられた方の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活・行動に対する
ご意見を矯正施設職員がお聴きします。さらに、ご希望がある場合には、これを加害者に伝えます。
加害者に対しては、被害の実情などに向き合い、反省や悔悟の情が深まるよう指導等を行います。

被害者

刑事施設、少年院に配置されている専任の職員（「被害者担当官」といいます。）が心情等をお伺いし、
その内容を記載した書面を作成します。

事件の性質、加害者との関係等の事情によっては、聴取することができない場合もあります。

②心情等のお伺い

御希望がある場合、心情等の内容を記載した書面を、加害者の面前で読み上げて伝達します。（少年院
では、加害者へ伝達する際、加害者の保護者等が同席する場合があります。）

お伺いした心情等は、加害者の状況、事件の性質等の事情によっては、その全部又はその一部を伝達す
ることが出来ない場合もあります。

③心情等の伝達

お伺いした心情等を加害者に伝達した年月日や内容について書面で知らせします。御希望に応じ、伝達
の際に加害者が述べたことなどを併せてお知らせすることもできます。

④伝達結果の通知

少年院

刑務所

矯正施
設職員

③心情等の伝達
加害者

心情等を踏まえた
指導・教育等の実施

心情等を踏まえた
指導・教育等の実施

任意の矯正管区・矯正施設（刑事施設、少年院、少年鑑別所）に来庁又は郵送により、申出書の提出
をしていただきます。

◆ 利用できる期間
加害者が受刑又は在院している期間

◆ 利用できる方
①加害者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪等により被害を受けた方
②被害を受けた方の法定代理人
③被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な病気やけがなどがある場合におけるその
配偶者、直系親族又は兄弟姉妹

①心情聴取の申出

申出書の受付の際は、御本人であることを確認させていただくため、マイナンバーカード、運
転免許証、パスポート等が必要となります。（郵送で申出をされる場合、写しを同封していただ
きます。）

また、御本人以外が申出をされる場合、他に御準備いただく書類がありますので、あらかじめ
お問合せください。

受付

申出の受付手続が完了しましたら、心情等をお伺いする日時・場所等を電話等により調整させ
ていただき、書面にてお知らせします。

聴取日時等の通知

３

お問合せ・申出については、被害者等相談者専用電話へご連絡ください

広島矯正管区（被害者等相談者専用）０８２（２２３）８１７９

①心情聴取の申出

②心情等のお伺い
④伝達結果の通知



刑事施設

刑事施設では、受刑者の改善更生の意欲を高めるとともに、社会生活に適応する力を育てていく働き掛けを行います。

矯正処遇

薬物依存離脱指導
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改善指導 作業 教科指導

面接、検査等の方法により、精神状況、生育歴、職業・教育の適性等について調査を行い、調査の結果
を踏まえ、受刑者一人一人に改善更生のための目標・処遇内容・方法を定めます。

処遇要領の作成まで

所内の規則や生活要領の説明、生活意欲を高めるための講話、自分に与えられた改善更生のための目
標・教育内容の説明等を行い、受刑生活への円滑な導入を図ります。

刑執行開始時の指導

本人の抱える問題性を改善するためのプログラムとして、６つの特別改善指導があります。

改善指導

暴力団離脱指導 性犯罪再犯防止指導 就労準備指導

交通安全指導 被害者の視点を取り入れた教育

◆ 懲役刑として作業を行うことが義務付けられています。作業は懲役刑として実施するのみならず
勤労意欲の向上や社会生活に順応させることを目的としています。

◆ 社会復帰後の就労に役立つ資格が取得できるよう職業訓練を実施しています。

作業

義務教育未修了者等に対して、学力を身に付けさせる指導を行います。
◆ 高等学校卒業程度認定試験：刑務所内で受験できます。

教科指導

◆ 就労支援：刑事施設在所中からハローワークの職業相談、職業紹介等が受けられます。
（管内の就労支援強化施設：松江刑務所、美祢社会復帰促進センター、広島刑務所）

◆ 特別調整：高齢者等、自立が困難で引受人もいない者に対して、地域生活定着支援センター等の
協力を得て刑事施設在所中に、福祉的支援が受けられるよう手続を進める制度があります。

社会復帰支援

釈放後の生活について必要な指導・援助を行います。

釈放前指導
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広島矯正管区管内の刑事施設

名称 全国 管内

刑務所 ５９ ８

少年刑務所 ７ ０

拘置所 ８ １

刑務支所 ８ １

拘置支所 ９４ ８

合計 １７６ １８

広島矯正管区管内刑事施設の横顔

単位：庁

● 刑務所・拘置所（９庁）
● 刑務支所・拘置支所（９庁）

No 施設名 収容定員 収容対象等

① 鳥取刑務所 ６５１人 犯罪傾向が進んでいる男子受刑者を収容

② 松江刑務所 １,１５３人 犯罪傾向が進んでいる男子受刑者を収容

③ 島根あさひ社会復帰促進センター ２,０００人

主に集団生活に順応でき、犯罪傾向が進んでいない男
子受刑者を収容

精神障害等のため社会適応訓練を必要とするか、又は、
身体障害等のため養護的処遇を必要とする男子受刑者を
収容

④ 岡山刑務所 ８０５人
執行すべき刑期が１０年以上であり、犯罪傾向が進ん

でいない男子受刑者を収容（無期懲役受刑者も収容）

⑤ 広島刑務所 １,６００人

犯罪傾向が進んでいる男子受刑者を収容
医療措置を重点的に施す必要のある受刑者を収容
管内で唯一、日本人と異なる処遇を必要とする男子外

国人を収容

⑥ 山口刑務所 ５４７人
犯罪傾向が進んでいない男子受刑者を収容
管内で唯一、全国の刑事施設に収容されている男子受

刑者を集めて職業訓練を実施

⑦ 岩国刑務所 ３５７人 女子受刑者を収容

⑧ 美祢社会復帰促進センター １,２９６人
(うち女子７９６人)

主に集団生活に順応でき、犯罪傾向が進んでない男子
受刑者及び女子受刑者を収容

⑨ 広島拘置所 ３９５人 主に未決拘禁者や死刑確定者を収容

⑩ 広島刑務所 尾道刑務支所 ３６５人
主に犯罪傾向が進んでいない男子受刑者を収容
禁錮受刑者や高齢のため医療上の配慮を必要とする男

子受刑者を収容

※拘置支所については、一覧表の記載を省略しています。
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特色ある作業

総合訓練施設（山口刑務所） 泊込み作業（有井作業場（尾道刑務支所）

山口刑務所は、全国に７つある総合訓練施設の
一つです。全国の刑事施設から適格者を選定し、
専門的な職業訓練を実施して出所後の就労に必
要となる知識や技能、資格等を習得させています。

有井作業場では、民間企業の協力により、作業場内
にある寮に受刑者を泊まり込ませ、従業員と一緒に造
船関係の作業を行っています。

６

特色ある改善指導

性犯罪再犯防止プログラム
（広島刑務所・山口刑務所）

オープンダイアローグの手法や考え方
を取り入れた「対話実践」

一般改善指導として、オープンダイアローグの
手法や考え方を取り入れた改善指導「対話実践」
を行っています。
受刑者への指導が一方的なものにならないよう、

対話を重ねながら、受刑者の内省を促します。
対話実践の一環として、「リフレクティング」の手

法を取り入れた対話を行っています。

性犯罪再犯防止指導は、認知行動療法に基づき、
グループワ ークの手法を用い、自己の問題性を認
識させ、望ましい対人関係や感情統制を理解させる
などして再犯防止を目指すもので、広島刑務所、山
口刑務所で実施しています。

ＰＦＩ刑務所（官民協働の刑務所）

自動物品購入システム

島根あさひ社会復帰促進センター・美祢社会復帰促進センターは、民間の資金を活用し、国と民間が協働で運営する
ＰＦＩ手法（Private Finance Initiative）を用いた刑務所です。
民間の持つノウハウと発想により、ハイテク機器の導入、教育プログラム、職業訓練の充実化が図られました。

盲導犬育成 パン職人養成訓練



矯正施設の医療（広島刑務所）

矯正施設で行われている医療は、その対象が被収容者であること以外に、基本的に一般社会の医療と異なること
はなく、一般の医療機関と同様に、医師、看護師、薬剤師などの医療スタッフが勤務しているほか、各種医療機器
が備えられており、社会一般の保健衛生や医療の水準に照らし、適切な治療等を行っています。

ＣＴ 人工透析装置

歯科治療室 調剤所 救急車

７

自慢の作業製品

各施設で製作している自慢の作業製品です。施設の売店、刑務所作業製品等の展示・販売を行う「矯正展」の会場で
お求めできます。※製品によっては、品切れの場合もありますので、その際はご容赦願います。

鳥取刑務所
帆布トートバッグ

松江刑務所
大八式バーベキューグリル

岡山刑務所
龍の置物

広島刑務所
反射ポーチ

山口刑務所
アサガオボウル（萩焼）

岩国刑務所
ロックグラス

尾道刑務支所
女性用下駄

特色ある事業

女子施設地域連携事業
（岩国刑務所）

地域の医療、福祉、介護等に係る外部
専門家の支援を得て女子被収容者処遇
の充実を図るもので、例えば、看護師や
介護福祉士に、女性特有の心身の変化
などを踏まえた健康管理上の相談や助
言などを行ってもらっています。

若年受刑者ユニット型処遇
（美祢社会復帰促進センター）

２６歳未満の女子受刑者を集約し、
少年院の矯正教育の手法や知見等
を活用した処遇として、職員と対象
受刑者との信頼関係に基づく対話
ベース・モデルを基本モデルとして
処遇を展開しています。



少年院

少年院では、在院者に対し、再び非行に走らず社会の一員として役割が果たせるように、健全な心身を育て、社会
生活に適応できる力を身に付けさせるための働き掛けを行います。
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出
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等
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ら
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面接や少年鑑別所からの綿密な情報等により、精神状況、生育歴、職業・教育適性・志向等について
把握して、在院者一人一人に改善更生のための教育計画（個人別矯正教育計画）を作ります。

教育計画の作成

生活指導： 社会の一員としての基礎となる知識・習慣・生活態度を習得させる指導を行います。
また、薬物や性加害、暴力など個々の問題に応じた指導も行います。

職業指導： 勤労意欲を養い、職業人として必要な知識・態度・技能を身に付けさせる指導を行い
ます。

教科指導： 義務教育未修了者等に対しては、学校の教育課程に準ずる教育を行います。また、同
修了者であっても、必要と認められる場合は、教科指導を行います。さらに、少年院内
で高等学校卒業程度認定試験を受験する機会があります。

体育指導： 自立した生活を営む心身の土台作りとして、体育指導を行います。
特別活動指導： 情操を豊かにし、自分を律したり人と力を合せたりすることの大切さを学ばせる指導

を行います。代表的なものとして、野外活動や社会貢献活動などがあります。

矯正教育

就労支援： 少年院在院中からハローワークの職業相談、職業紹介等が受けられます。
修学支援： 高等学校、専修学校、大学その他の学校への復学や転入学に必要な情報の提供や受験機会、

学校への受入れに必要な調整などの支援を受けられます。
医療・福祉機関との連携： 障がい（精神、身体など）があり、かつ適当な帰住地のない者に対して、

地域生活定着支援センター等の協力を得て、少年院にいる間に、出院後の福祉
的支援が受けられるよう手続を進めてもらえます。

社会復帰支援

在院者本人に対する指導だけではなく、保護者にも働き掛け、処遇に関する理解と協力を得るよう努め
ています。また、在院者の中には更生保護施設に帰る者もいますので、スムーズに社会生活につなげられ
るよう、保護観察所を始め関係機関と連携して支援を行っています。

保護者や関係機関との協力

出院した後でも、進路や交友関係などについて悩みがあるときには、出院者自身やその保護者等か
らの相談に応じています。

出院者等からの相談

矯正教育

特別活動
指導

体育
指導

教科
指導

職業
指導

生活
指導

社会復帰支援

医療・福祉
機関との連携

修学支援就労支援
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② 広島少年院（広島県）

義務教育の内容や社会で必要
とされる勉強を教えています。

主に、義務教育課程を履修することや、就労に必要な技術・資格を持つことが必要な少年に対して、
教育を行っています。

保護者にも協力いただき、少年
の立ち直りを一緒に支えています！

仕事に必要な知識・技能を教え
ています。

③ 広島少年院貴船原少女苑（広島県）

マインドフルネスを始め、多様
なプログラムを実施し、コミュニ
ケーション能力も高めています！

管内唯一の女子少年院として、個々の少女の特性に応じた教育を行っています。

食育指導や補習学習を行い、基
本的生活スキルを高めています!

スポーツを通じて、健康な心と
身体を取り戻し、健全な社会生活
を送れるようにしています。

① 岡山少年院（岡山県）

気持ちを安定させるため、カウ
ンセリング等も行っています。

非行性が進んでいたり、発達上の課題等を抱えていたりする少年に、専門的な教育を行っています。

自分の非行と向き合い、被害者
の気持ちを理解させる様々な指
導をしています。

出院後、すぐに仕事に就いて働
くことができるように支援をしてい
ます！

広島矯正管区管内の少年院

広島矯正管区管内には、男子少年院が２施設
女子少年院（分院）が１施設あります。
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少年鑑別所

少年鑑別所は、①家庭裁判所等の求めによる鑑別（非行の原因を明らかにし、立ち直りのために必要な処遇
の指針を立てること）、②家庭裁判所により観護の措置を執られて収容された者等に対する観護処遇、③地域
の非行・犯罪の防止のための援助を行います。

身体検査・
健康診断等

入

所

初
回
の
鑑
別
面
接

観護措置による収容期間： おおむね４週間ですが、特に必要があるときは、家庭裁判所の決定によって期間が延長
されることがあります（最長８週間）。

行動観察： 在所中の日常での生活場面を観察する通常の行動観察と、作文や絵画の作成など、意図的に場面を設け
て行動を観察する意図的行動観察があります。

入

所

時

調

査

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

行動観察 行動観察

鑑別の流れ

集
団
方
式
の
心
理
検
査

外部資料の収集 外部資料の収集

鑑
別
方
針
の
設
定

第
２
回
以
降
の
鑑
別
面
接

個
別
方
式
の
心
理
検
査

精神医学的
検査・診察

判
定
会
議

必要な場合

必要な場合

鑑
別
結
果
通
知
書
の
作
成

審

判
退

所

保護観察

少年院

児童自立
支援施設等

児童相談
所長送致

検察官送致

鑑別の各種方法

面接

これまでの生活や非行の動機等に
ついて話し合い、非行の背景や少年
の心情・考え方の特徴を理解します。

心理検査 行動観察

知能検査・性格検査等を実施し、
少年の内面特徴を明らかにします。

普段の生活ぶりや課題の取組方
などを観察し、意欲・生活態度・対
人関係の持ち方などをとらえます。

管内施設の特色ある健全な育成のための支援

少年の健全な育成に資するため、自主性を尊重し
つつ、学習、文化活動等の機会を設けています。

高齢者類似体験 読み聞かせ
助産師による
性教育講話

折り鶴
（平和学習）

キャリアカウンセリング
（就労支援面接）
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地域に根ざした少年鑑別所

少年鑑別所は法務少年支援センターとして、非行を中心に、青少年の問題を取り扱っていることを活かし、非行及
び犯罪の防止、青少年の健全育成のために、地域の中でいろいろな活動を行っています!

保護観察所等との協力
青少年の問題を扱う様々なところ（機関）が互いに協力し合い、少年

の立ち直りを支えています。

少年院や保護観察所、児童自立支援施設等での、少年に
対する指導への助言等を行っています。

学校・教育関係機関、児童福祉機関等
における会議等にも参加しています。

ノウハウの共有
少年鑑別所の業務・役割、非行・青少年の問題、少年事件の手続の流れなど、

様々な内容について、出前授業や研修、講演を行っています。
※また、地域を始め様々な方に、少年鑑別所の中を見学いただいています。

児童・生徒向けの、分かりや
すい教材もご用意しています。

講演や研修会等の講師として、
積極的に職員を派遣しています。

見学できます！少年鑑別所のこ
とをお伝えしているので、是非問
い合わせてください。

夜遊びや喫煙等の不良行為や非行の問題、家庭のしつけでの悩み、職場・学校など
でのトラブル、友人との関係など、様々な相談に応じます。相談・助言

本人だけでなく、家族や学校の先生からの相談にも応じ
ています。また、心理検査や適性検査等を行っています。
一人で悩まず、まずはお電話で、お気軽にご相談ください。

矯正展や参観（見学）などで、簡単
な心理（性格）検査の体験ができます。

自分の性格を知ってみませんか？

広島矯正管区管内の少年鑑別所（法務少年支援センター）
各県の県庁所在地ごとに５施設の少年鑑別所（法務少年支援センター）があります。

まずはお電話を！ 相談専用電話

全国共通相談ダイヤル（最寄りの法務少年支援センターにつながります。：0570－085－085）
❶ 鳥取少年鑑別支所（鳥取法務少年支援センター：０８５７－２３－４４４３）
❷ 松江少年鑑別所 （島根法務少年支援センター：０８５２－２３－３９４４）
❸ 岡山少年鑑別所 （おかやま法務少年支援センター：０８６－２８１－１１１２）
❹ 広島少年鑑別所 （広島法務少年支援センター：０８２－５４３－５７７５）
❺ 山口少年鑑別所 （法務少年支援センター山口：０８３－９２２－６７０１）
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再犯防止に向けた取組

◆ 更生支援企画課

所在地 ：〒７３０ – ００１２
広島市中区上八丁堀６ - ３０ 広島合同庁舎４号館８階

電 話 ： ０８２ - ２２３ - ８１７７（直通）
メ ー ル ： 1.hiroshimakyous.pge.i.moj.go.jp

各地でパネル展のご協力をさせていただいております

農福連携・居住支援に参画しています

刑務所受刑者の中には、何らかの障がいやその疑いがあり、福祉的な支援を必要とする方が一定数おられます。

また、それに限らず、施設出所後に仕事がない・住む場所がないという人は、統計的に見て再犯に及ぶリスクが高いこと

が示されています。

矯正施設では、農福連携や居住支援等の施策を通じて、

刑務所出所者等の出番・居場所の確保を推進しています。

当課マスコットキャラクター
再犯防止戦隊コウセイシエンジャー

「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成２８年）の施行に伴い、これまで国が行ってきた再犯の防止等に関する施

策を地方公共団体も担うこととなりました。各自治体において、地方再犯防止推進計画を策定し、安心・安全な暮らしの

実現に向け施策を進めています。矯正施設は、収容の確保というこれまでの役割に加え、地域資源として活用いただけ

るよう自治体等と連携を図っています。

更生支援企画課は、再犯防止に向けた取組を推進することを目的として、地方公共団体や関係機関等と矯正施設の

橋渡しを担っています。

毎年、「再犯防止啓発月間」にあたる７月に各自治体においてパネル展示

を開催しています。

被収容者等の円滑な社会復帰に向けた各種支援や現状等、矯正施設の

取組について積極的に情報発信を行い、国民の皆様に実情を知っていただ

く機会を設けています。

広島弁護士会による「よりそい弁護士制度」が始まっています

同制度は、出所後の円滑な社会復帰の一助とすべく、 施設在所中から必要な相談・支援を行う制度で、令和４年６月

末、広島弁護士会と広島矯正管区の間で申合せを締結し、半年間の試行期間を経たのち、翌年４月から正式に開始さ

れました。

障がい者手帳取得・年金免除申請

帰住先確保の支援・関係調整

家族・学校・就労先との調整
被害弁償・被害者との和解

生活保護申請・同行支援

DV・依存症の治療への橋渡し

このように在所中から弁護士が支援を行う動きは、兵庫、愛知、札幌に続いて４例目であり、その後も全国に広がっ

ています。

広島刑務所（尾道刑務支所を含む。）において、広島県への帰住又は就労を予定する受刑者の方を対象に、弁護士

による相談・支援制度である「よりそい弁護士制度」を導入しています。

岡山県立図書館での展示
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コレワーク

◆ 近年の保護統計年報の累計によれば、保護観察終了時の無職者の再犯率は、有職者の再犯率の約３倍高い結果と
なっており、仕事がないことが再犯に大きく影響しているといえます。

◆ このような事情を踏まえると、受刑者や少年院在院者の就労を支援し、出所・出院後の就労を確保した状態で社
会復帰させることが、再犯率を低下させ、犯罪被害の減少につながり、安心して暮らせる社会の実現に寄与すると
考えることができます。

◆ コレワーク中国は、受刑者や少年院在院者の就労を支援し、円滑な社会復帰につなげるため、受刑者等の雇用を
考える事業主の方に向けた各種サービスを行っています。

● 事業主の方の求人ニーズにマッチする者を収容する刑事施設・少年院の情報を紹介

雇用情報提供サービス

①〇〇県で働ける〇〇免許を持つ人を雇用したい

コレワーク

採用手続支援サービス

● 事業主の方の矯正施設での採用手続を幅広くサポート

事業主の方

採用面接をしたいけ
ど、遠方の施設だか
らどうしようかな？

テレビ会議システムを利
用して面接を行うことも
できます。
また、コレワークでは、
会社から面接場所へ行く
までの旅費の支援もして
います。

事業主の方

コレワーク

就労支援相談窓口サービス

● 事業主の方に各種支援制度、矯正施設見学会、矯正展、職業訓練見学会等の案内

矯正施設見学会 職業訓練見学会 コレワークイメージキャラクター「コレまる」

受刑者や少年院在院者雇用
を考える事業主の方向けに、
各種支援制度や手続きなど
を紹介する雇用支援セミ
ナーや、受刑者等の雇用経
験が豊富なアドバイザーに
対して、悩みなどを相談で
きる個別相談会も案内して
います。

◆ コレワーク中国
所在地 ：７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎４号館８階
電話番号：０１２０－２９－５０８９（つなぐコレワーク）
Ｅメール：corrework-chugoku@i.moj.go.jp
受付時間：平日 10：00 ～ 17：00 ご相談は、電話・メールでも受け付けております。

②その条件に合いそうな人が〇〇刑務所にいます
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そうだったのか 矯正施設（Ｑ＆Ａ）

刑務所などには、どれくらいの人が収容されているのですか。Q

A
令和５年末現在で、全国の刑事施設に入っている人は、４０,１７８人、少年院は１,６４４人、

少年鑑別所は３５３人。合計すると４２,１７５人です。マツダスタジアムが３万３千人収容でき
ることから、マツダスタジアム約１.３倍の人員規模になります。

収容されている人の数は増えているのですか。Q

A
被収容者の数は、社会情勢や経済情勢の動向とも関係すると言われており、年代によって増加、減

少を繰り返していますが、年末の人員で見ると、近年の刑事施設のピークは、Ｈ１８年の８１，２５５人で
す。それ以降は減少傾向にあります。少年院のピークはＨ１２年の５，０４４人、少年鑑別所はＨ１３年の
１，３６９人であり、いずれも減少傾向にあります。

刑務所や少年院には、どのような罪を犯した人たちが入っているのですか。Q

A
令和４年の入所受刑者について見ると、男性、女性ともに、最も多いのが「窃盗」、「覚せい剤」の順で、

男性では全体の約６割、女性では約８割を占めています。
令和４年の少年院入院者について見ると、男性では、最も多いのが「窃盗」、「傷害・暴行」の順で、

全体の約４割を占め、女性では、最も多いのが「窃盗」、「詐欺」の順で、全体の約４割を占めます。

刑務所などに入っている人の傾向について、もう少し詳しく知りたいのですが。Q

A
毎年、法務総合研究所が発刊している「犯罪白書」が参考になります。
なお、法務省のホームページには、犯罪白書のほか、矯正統計（刑事施設に関する統計）、

少年矯正統計（少年院・少年鑑別所
に関する統計）が掲載されています。
犯罪白書（http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html）
矯正統計（http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html）
少年矯正統計（http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_shonen-kyosei.html）

刑務所などの食事はどのように提供されているのですか。Q

A
受刑者など矯正施設の中に入っている人たちの生命・健康を保つために、必要な食事の

提供は国の責務となります。支給される食事は、性別、年齢、作業内容、体格等を考慮し
て栄養量等が定められており、健康を保つために必要なバランスのとれた食事を支給して
います。刑事施設では、主として受刑者が調理しています。

刑務所などでは今どのようなことが問題になっているのですか。Q

A
矯正施設に勤務している医師の欠員が続き、受刑者等への適切な医療の提供に苦慮し

ているという問題を抱えています。
また、受刑者等の高齢化により、治療などの医療措置が必要な受刑者等が増えているほ

か、摂食障害、妊産婦など特殊な対応が求められることもあるため、医師の欠員は早急に
解消しなければならず、そのための各種取組みを積極的に行っております。

刑務所などの中を見てみたいのですが、可能でしょうか。Q

A
刑務所などでは、多くの方々に施設を知ってもらえるよう、定期的に地域の方々を対象にした見学

会を行っています。また、例えば、大学のゼミなどで、刑務所について勉強したいということであれば、
直接、施設の庶務課へお問い合わせいただければ、日程等の調整を行っています。

「矯正展」ってなんですか。Q

A
地域社会に対して理解が得られるよう、受刑者が手掛けた作業製品の販売、矯正施設の取組など

の紹介を行う「広報展」です。年に１回程度、地域にある刑務所が主催して行っていますので、ぜひ
一度、足を運んでみてください。

矯正に関する情報を、もっと色々知りたいのですが。Q

A
法務省のホームページにアクセスしてみてください。矯正に関する情報が掲載されています。
（http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_index.html）

キャピック製品（刑務作業製品）のホームページもあります。（http://www.e-capic.com/）
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矯正施設を支えるマンパワー

刑務官

刑務官は、刑務所や拘置所などの刑事施設に勤務します。受刑者の処遇に
携わる部署の刑務官は、受刑者が働く工場等で、作業の監督や生活指導を
担当します。夜間勤務を担当する刑務官は、夜間も受刑者一人一人が安心し
て、落ち着いて生活できるよう受刑者の居室を巡回し、刑務所内の治安の確
保に努めています。

法務教官

法務教官は、少年院や少年鑑別所のほか、刑事施設に勤務します。
少年院や刑事施設で勤務する法務教官は、在院者や受刑者の改善更生のた
めの指導や教科などを担当します。また、少年鑑別所に勤務する法務教官は、
在所者の心情の安定を図る働き掛けを行うとともに、面接や行動観察を行い、
法務技官（心理）と協力して、少年の問題性や改善の可能性を探ります。

法務技官（心理）

法務技官（心理）は、少年鑑別所のほか、刑事施設や少年院に勤務します。
主に、心理学の専門性を活かし、面接や各種心理検査等により非行・犯罪に
至った原因や今後の立ち直りに向けた処遇指針を明らかにしたり、処遇プロ
グラムを実施・検証するなどし、少年や受刑者の改善更生に携わっています。

法務技官（作業専門官）

法務技官（作業専門官）は、刑務所などの刑事施設で勤務します。受刑者に
対する作業教育、職業訓練の指導並びに作業の安全衛生及び企画等の業務
に従事します。作業は受刑者に規則正しい勤労生活を送らせることにより、そ
の心身の健康を維持し、勤労精神を養うとともに、職業的知識及び技能を付
与することにより円滑な社会復帰を促進することを目的としています。

法務技官（医師等）

法務技官（医師等）は、刑務所などの矯正施設で勤務し、受刑者等の診察・
治療、疾病の予防・健康管理を行います。受刑者等を改善更生させるための
矯正処遇を効果的なものとするためには、受刑者等の心身の健康を図ること
が必要不可欠です。医師のほか、看護師や薬剤師などの医療スタッフが矯正
処遇の重要な役割を担っています。
また、高齢受刑者等の介護・福祉的支援を必要とする者の増加に対応する

ため、社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士の資格を有する法務技官
（福祉専門官）を採用しているほか、出所時の就労の確保のため、就労支援を
専門的に行う法務技官（就労支援専門官）も採用しており、社会情勢の変化を
踏まえ、受刑者等の改善更生及び円滑な社会復帰のため、多種多様な職員
が勤務しています。
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矯正施設を支えるマンパワー

篤志面接委員

篤志面接委員は、刑事施設や少年院に収容されている人たちの立ち直りを支援していただく、法
務省から委嘱された民間のボランティアです。面接指導として、家庭、就職、帰住先、法律などでの
悩みに対する助言・相談を行ったり、俳句、絵画、音楽等の教養を高める指導を行います。

教誨師

教誨師は、矯正施設に収容されている人たちに対して宗教教誨を行う民間の篤志宗教家です。
受刑者等からの希望に応じて、個人教誨や集団教誨を行い、信教の自由を保障しつつ、精神的安
定を図り、改善更生と社会復帰に寄与しています。

施設とともに

〒７３０－００１２
広島県広島市中区上八丁堀６の３０
広島合同庁舎４号館８階
電話０８２（２２３）８１６１（代表 総務課庶務係）

その他にも、多くの方々や団体に少年・受刑者の更生のためにご協力をいただいています。

矯正施設を支える地域のチカラ

視察委員会

刑事施設視察委員会は、人格識見が高く、かつ刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する
方の中から法務大臣が任命する１０人以内の委員で組織されています。
少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会は人格が高潔であって、少年の健全な育成に

関する見識を有し、かつ、少年院又は少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する方のうち
から法務大臣が任命する７人以内の委員で組織されています。

① 部外教科指導員（教員免許を有する方）
教科の指導

② 処遇カウンセラー（臨床心理士の資格を有するなど心理学に係る専門性を有する方）
薬物依存離脱指導等のグループワーク指導、カウンセリング

③ 就労支援スタッフ（キャリア・コンサルティング技能士等の資格を有する方）
キャリアコンサルティング、ハローワークとの調整

④ 精神保健福祉士・社会福祉士
出所後、福祉や医療による支援が必要な者に対する、相談・助言や関係機関との調整

⑤ 介護専門スタッフ（介護福祉士等）

改善更生を支える非常勤職員

弁護士、医師、地方公共団体の職員、地域住民などの
方々に協力いただいています。
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しじみブラック
（島根県）

もみじレッド
（広島県）

ももピンク
（岡山県）

ふくブルー
（山口県）

なしグリーン
（鳥取県）

再犯防止戦隊
コウセイシエンジャー

再犯を防ぎ
改善の光射す未来へ！
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